
No 項目 意見等の概要 回答・対応

1 -

実施期間　６年間とあるが激動する世の中、３年間ごとに計画の
見直しを行うべき。時代の変化についていくためにも６年間は長
すぎて時代に取り残される可能性あり。

保健医療計画の実施期間は、医療法第36条の６第２項の規定により、
６年間とされています。また、同法同条第１項の規定により、在宅医療、
医師の確保、外来医療に関する事項については必要に応じて３年ごと
に変更することとされています。
県としては、こうした法令に基づくとともに、計画期間内であっても、保健
医療を取り巻く社会環境等の変化により必要がある場合には、計画の
見直しを図って参ります。

2 -

群馬大学病院の事故で国からガンの拠点病院からはずされたり
おしかりを受けたが、その後反省して緊張感をもってやっている
のか疑問。リーダー的病院として。

御指摘の都道府県がん診療連携拠点病院については、群馬大学附属
病院におけるガバナンス体制や医療安全体制の確保などが確認された
ため、2019年7月に国から再指定されました。
県としては、同大学は県内唯一の医師養成機関としての機能のほか、
本県における最先端医療の提供・研究において重要な役割を担ってい
ると認識しており、引き続き連携して参ります。

3 -

良質な医療従事者の確保が特に必要で、将来にわたり「最後は
家で死にたい」という患者が多いのをふまえ在宅医療の重要性
をもっと重視すべきで、在宅医師をもっと増加すべき。

住み慣れた自宅等、患者本人が望む場所での看取りを行うことができ
る在宅医療の体制を確保するため、在宅や介護施設での看取りに対応
できる医師、訪問看護師等の人材育成を推進するとともに、介護関係
者を含む関係者相互の連携体制の構築を図って参ります。

4 -

ガン検査全地域無料にして早期発見を促す必要があると思いま
す。死亡率第１位を重視すべき。

がんによる死亡者の減少に向け、がんのリスクを低減させるため、生活
習慣の改善や、たばこ対策、がんと関連するウイルスの感染予防等の
普及啓発に取り組みます。
また、がんの早期発見から早期治療につなげるため、市町村等と連携
し、普及啓発や未受診者への受診勧奨等、がん検診受診率向上や、確
実な精密検査の受診に向けた取組を実施して参ります。
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